
R6.8.1時点

「○」は任意事業として実施している。

「※」は任意事業ではないが、類似の支援を実施している。

「☆」は教育部局にて事業実施している。

就労準備支援 一時生活支援 家計改善支援 子どもの学習・
生活支援

さいたま市 ○ ○ ○ ○

川越市 ○ ○ ○ ○

熊谷市 - - - ☆

川口市 ○ - - ○

行田市 - - - ○

秩父市 ○ ○ - ○

所沢市 ○ ○ ○ ○

飯能市 - - ○ ○

加須市 - - - ○

本庄市 ○ ○ ○ ○

東松山市 ○ ○ ○ ○

春日部市 ○ - ○ ○

狭山市 ○ - ○ ○

羽生市 - - - ○

鴻巣市 - - ○ ○

深谷市 ○ - ○ ○

上尾市 - - - ○

草加市 ○ - - ○

越谷市 ○ - ○ ○

蕨市 - - ○ ○

戸田市 ○ - ○ ○

入間市 ○ - ○ ○

朝霞市 - - ○ ○

志木市 ○ - ○ ○

和光市 ○ - ○ ○

新座市 ○ - ○ ○

桶川市 ○ - - ○

久喜市 - - ○ ○

北本市 ○ - ○ ○

八潮市 ○ - ○ ○

富士見市 - - - ○

三郷市 ○ - ○ ○

蓮田市 - - - ○

坂戸市 ○ - ○ ○

幸手市 - - - ○

鶴ヶ島市 ○ - ○ ○

日高市 ○ - ○ ○

吉川市 ※ - ※ ○

ふじみ野市 ○ ○ ○ ○

白岡市 - - - ○

町村部 ○ ○ ○ ○

任意事業実施状況

自治体名
任意事業


